
　
 新型コロナの影響で納付が困難な世帯へ国保税の減免申請受付

 令和４年度国民健康保険税率・税額（限度額が変更されます）

国民健康保険税の年税額が７月に決定

問錦江町役場 住民税務課 ☎ 22-3037 ／ 住民生活課 ☎ 25-2511

前年（令和３年）の所得が確定したことにより、令和４年度の国民健康保険税の年税額が確定しました。
錦江町の国民健康保険財政は厳しい財政状況となっており、令和３年度に税率の改正をしました。今年
度につきましては、国の令和４年度税制改正により、課税限度額の見直しが行われました。加入者の皆
さまにはご負担いただくことになりますが、国保運営の維持に向けてご理解とご協力をお願いします。
２期分の納付期限は８月１日月までとなっておりますので、納め忘れのないようご注意ください。

新型コロナウイルスの影響により収入が減少した世帯は、申請により国が定める基準に基づいて国
保税の減免を受けられます。対象となる国保税は令和４年４月１日から翌年３月 31 日までの納期到
来分で、つぎの1か2に該当する方が対象となります。

　1主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った世帯
　2主たる生計維持者の事業収入や不動産収入、山林収入、給与収入（以下「事業収入等」）の減少
　　が見込まれ、下記要件のすべてに該当する世帯

　　　◉事業収入等のいずれかの減少額が、令和３年の当該事業収入等の 10 分の 3 以上
　　　◉令和３年の合計所得金額が 1,000 万円以下
　　　◉減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和３年所得合計が 400 万円以下

 対象となる国保税▶令和４年４月１日金～令和５年３月 31 日金 までの納期到来分

 減免に該当すると思われる方は、申請手続き前に住民税務課か住民生活課まで必ずお問い合せください。 減免に該当すると思われる方は、申請手続き前に住民税務課か住民生活課まで必ずお問い合せください。

 未就学児に係る国民健康保険税の均等割額を５割軽減
国の「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、
令和４年度の国民健康保険税から未就学児に係る均等割保険税について、その５割を軽減します。
この軽減は、家庭の所得や子どもの人数などに関係なく国保に加入する未就学児全員に適用されま
す。なお、低所得者に係る保険税の軽減制度の適用がある場合には、当該軽減後の被保険者均等割
額を５割軽減します。

区　分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

所得割率 ９．０％ ２．８％ ３．０％

均等割額 　２８，０００円 　１０，０００円 　１０，０００円

平等割額 　２８，０００円 　　９，０００円 　　９，０００円

限  度  額
６３０，０００円

６５０，０００円

１９０，０００円

２００，０００円
１７０，０００円

※低所得者に対しては、均等割額と平等割額が、軽減対象となる所得基準額に応じて、７割・５割・
　２割と軽減されます。

令和４年度より限度額等改正

　　　講師　鹿児島大学医学部保健学科　　牧迫　飛雄馬　教授
　
　いまや「人生 100 年時代」といわれています。健康を科学的に考えるうえでは、身体的、認知
　的、社会的等のさまざまな側面からとらえることが有用です。本講座では、日常のなかでもで
　きる身体と脳の衰えを予防するための基本的な考え方と、実践方法を紹介します。日常のなか
　で実践できる予防方法を習得し、明日からの生活に活かしてみませんか。

生涯学習県民大学講座
～地域のこと・子育てのこと・未来のこと

「いっしょに考えましょう！」～

令和４年

8 月６日（土）

場　  所：錦江町文化センター ２階会議室
定　  員：各講座 30 人（要事前申込）
受 講 料：無料
主　  催：かごしま県民大学中央センター・
　　　　   錦江町教育委員会

　　10：30 ～ 12：00（受付  10：00 ～）

　　　講師　尚古集成館　　小平田　史穂　学芸員
　
　わたしたちの鹿児島には、美しい文化、残したいお祭り、歴史的な逸品が遺されています。次
　の世代の子どもたちに、いかに郷土を好きになってもらうか、興味関心をもってもらえるか、
　郷土のもつ「魅力」を共有しましょう！

　　13：30 ～ 15：00（受付  13：00 ～）

○申込期限：令和４年７月 21 日木　
※先着順となりますが、会場の定員に余裕があれば、当日の参加も可能です。（会場の都合により、定員等

　が変更になる場合があります。）

※本事業の活動風景の写真等を広報紙等に使用することがありますので、ご了承の上、お申込みください。

※当日は、マスク着用、入口でのアルコール消毒をお願いいたします。また、当日の体温 37.5℃以上の方 

　は参加自粛をお願いします。

錦江町教育委員会　ＴＥＬ：２２ｰ０５１７ ／ ＦＡＸ：２２ｰ００５４
　　　　　　　　　　  メール :  l i f e - h @ t o w n . k i n k o . l g . j p

講座１ いまからはじめる身体と脳の健康増進

講座２ 「武の国」だけじゃない薩摩の魅力

　お申込み・お問合せ先　♢電話・ＦＡＸ・メール等でお申込みください。
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